
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 号 

東和東部地区コミュニティ会議 

〒028-0132 東和町舘迫 5－22 

電話/ＦＡＸ：0198-44-3281 

決算額

6,250,000
29

6,250,029

事　業　名 決算額

1,441,466 会議費 20,313
需用費 165,994
事務員賃金 478,000
役員手当 471,000
事務員手当 65,983
旅費 152,640
役務費 45,536
備品購入費 42,000

4,808,563
総務企画部 1,027,929 保険料 353,360

集会施設整備事業 674,569
建設産業部 2,327,000 側溝・排水整備事業 2,172,500

地域文化活動支援事業 154,500
生活環境部 137,600 交通安全対策事業 6,700

防犯灯整備事業 130,900
教育振興部 1,017,254 郷土芸能伝承活動支援事業 413,500

文化財保存活用支援事業 39,570
スポーツ振興事業 286,489
生涯学習支援事業 277,695
デイホーム運営支援事業 160,489
介護支援事業 130,000
AED設置事業 8,291

事業準備金 0 準備金 0
6,250,029 6,250,029

事務局経費

事　業　費

合　　　計

項　目 決算額

保健福祉部 298,780

内　　　訳

収入の部　　　　　　　　　                      　　　　　               　        　（単位：円）

内　　　訳

花巻市交付金

預金利息等

項　目

交　付　金

雑　収　入

合　　　計

支出の部　　　　　　　　                    　　                       　       　      （ 単位：円）

令和４年度 収支決算 
本年度予算額

6,250
1

6,251

本年度予算額

1,680 会議費 50
需用費 250
事務員賃金 550
役員手当 450
事務員手当 130
旅費 150
役務費 50
備品購入費 50

4,571
総務企画部 1,157 保険加入 110

集会施設整備事業 557
若者交流支援事業 190
生涯学習事業 300

建設産業部 1,122 側溝・排水整備事業 493
除雪支援事業 250
産業振興支援事業 379

生活環境部 741 防犯灯整備事業 0
掲示板・案内板整備事業 741

教育振興部 499 郷土芸能伝承支援事業 186
文化財保存活用支援事業 31
スポーツ振興事業 233
生涯学習事業 49

保健福祉部 657 デイホーム支援事業 227
介護支援事業 200
健康づくり支援事業 30
子育て支援事業 200

事業準備金 395 準備金 395
6,251 6,251合　　　計

花巻市交付金

預金利息等

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
内　　　訳項　　　目

事務局経費

事　業　費

項　　　目

交　付　金

雑　収　入

合　　　計

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
内　　　訳

令和５年度 収支予算 

４月２３日（日）４年ぶりに対面形式による定期総会開催となりました。来賓として花
巻市長に代わり、東和総合支所地域支援室地域支援監 齊藤秀也様にお越しいただ
き、ご挨拶をいただきました。議長に金澤徹氏を選出し議事を進行、議案はいずれも賛
成多数で承認されました。今後は、承認された事業計画･予算を基に、本年度も住み
良い「晴谷の郷土」の地域づくりを進めていきます。皆さんのご理解とご協力をお
願い致します。 
 



 

 

 

 

行政区 世帯数 男（人） 女（人） 計（人） 前月比較 
土沢第６ ２５０ ２３５ ２７２ ５０７ ２人減 
谷内第１ １４７ １８３ ２０８ ３９１ ２人減 
谷内第２ １４５ ２０３ １９７ ４００ ― 
谷内第３ ６９ ８３ ８３ １６６ １人減 
谷内第４ １０６ １６３ １５２ ３１５ １人減 

計 ７１７ ８６７ ９１２ １，７７９ ６人減 

 在宅で寝たきり等によりおむつを常時使用している方の日常生活の利便や介護
者の負担軽減を図るため、今年度もおむつ等の費用補助事業を実施します。申請
書の受付を５月８日（月）から開始しますのでご活用ください。        
補助対象者：東和東部地区コミュニティ会議管内に居住し、 

在宅で寝たきり等により常時おむつを使用している方で 
費用の補助を希望する方。        

内   容：おむつ等の費用補助額は、 
年度内 1回、１人につき５，０００円（定額）             

申 請 方 法：おむつ等の費用の補助を希望する方は、おむつ代補助申請書を 
東和東部地区コミュニティ会議（谷内振興センター）に 
提出をお願いします。        

※申請書には各地区民生委員の署名・捺印が必要となりますので、各地区の民生
委員にご相談ください。また添付していただくレシートは令和５年 4月 1日から
のもののみ有効です。 

※花巻市住民登録人口集計表を基に作成しています 

 今年度より子育て支援として、乳幼児のミルク、おむつの費用補助事業を実施
します。申請書の受付を５月８日（月）から開始しますのでご活用ください。      
補助対象者：東和東部地区コミュニティ会議管内に居住し、乳幼児を養育して 

いる保護者で、ミルク・おむつ等の費用の補助を希望する方。      
内   容：ミルク・おむつの費用補助額は、 

年度内 1回、１人につき１０，０００円（定額）      
申 請 方 法：ミルク・おむつ等の費用の補助を希望する方は、 

ミルク・おむつ代補助申請書を東和東部地区コミュニティ会議 
（谷内振興センター）に提出をお願いします。      

※申請書には各行政区長の署名・捺印が必要となりますので、各地区の行政区長
にご相談ください。また添付していただくレシートはミルクのみ・おむつのみ・ミ
ルクとおむつ合算したものどれでも可能ですが、令和５年 4月 1日からのものの
み有効です。 

新型コロナウイルス感染拡大による市関連施設の利用制限ガイドラインは令和
5年 5月 8日をもって廃止となり、谷内地区社会体育館・谷内振興センターは通
常通りご利用いただけるようになりました。しかし現在も完全な収束には至って
いないことから検温器や消毒液による手指消毒は当面の間継続いたしますので、
引き続き基本的な感染症対策を行っての施設ご利用にご協力をお願いします。 
 


